
Ｇ７司法大臣会合 法務省

テーマ（案）
・司法インフラ整備等を通じたウクライナ復興支援
・「法の支配」の推進に向けたＧ７の法務・司法分
野での協力体制構築

・インド太平洋における「法の支配」推進に向けた
ＡＳＥＡＮ等との法務・司法分野での連携

 日時・場所：２０２３年７月７日（金） 東京

 昨今の国際情勢を受けて、「法の支配」や「基本的人権の尊重」等の普遍的価値を共有することの重要性
が高まっている。これらの価値を世界に浸透させる取組である「司法外交」を推進してきた我が国が議長
国として本会合を開催し、G７の「法の支配」を通じた連帯の強化を図り、これを世界に発信する。

G７とＡＳＥＡＮとの連携強化
本年７月に東京で開催する日ＡＳＥＡＮ特別法務

大臣会合と同時期に開催

• アジア唯一のＧ７メンバーである我が国の主導により、
Ｇ７とＡＳＥＡＮの法務大臣が一堂に会して意見交換
する機会を設け、我が国が両者の架け橋となり、「法
の支配」に基づく国際秩序の維持・強化に貢献。

Ｇ７司法大臣会合
ロゴマーク

日ＡＳＥＡＮ特別法務大臣会合
ロゴマーク

２０２２年Ｇ７司法大臣会合
（ドイツ）の様子
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